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■許可証のチェックポイント

①

②

③

④

①許可証のタイトル
委託先の業者がどの処理業で

許可を持っているか確認します。

②許可を受けた⾏政区
許可証はここに記載のある⾏

政区での許可です。複数地域で
運搬などをする場合は各⾏政区
の許可証が必要です。

③有効期限
期限の切れた許可は原則無許

可と同じです。

④許可品目
ここに記載のない品目は扱う

ことができません。

契約書に添付された許可証は何を⾒れば良い︖

契約書に添付された許可証で委託可能な範囲を確認する︕
Point!

産業廃棄物の委託を⾏う際に、処理業者の許可証の写しを契約書に添付することが義務付けられています。
許可証は処理業者が処理できる地域や品目などの重要な情報が記載されています。上記の４つのポイントを確
認し、委託しようとしている産廃の処理が本当に可能かどうか確認しなければいけません。許可証にない品目
を委託したり、期限の切れている業者に委託をすれば、無許可業者への委託とみなされる場合があります。
（無許可業者への委託︓５年以下の懲役若しくは１，０００万円以下の罰⾦⼜はこの併科）

契約書に添付された許可証は何を⾒れば良い︖

許可証で必ずチェックすべき
ポイントは主に４つあります。

◇ 許可証は添付されているだけでは不⼗分です。
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処理委託契約書の締結
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